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第１章　基礎条件

１ 人口



●本市の人口は減少傾向で推移していくことが見込まれていますが、将来に向け地域の特性を生かしなが
ら、次代の鎌倉を支える年少人口の確保に努め、少子高齢社会の進行への対応準備を行いつつ、年齢構
成バランスに配慮し、総人口の緩やかな減少にとどめます。

●環境を保全しつつ魅力ある居住環境の整備、子どもを安心して生み、健やかに育てられる子育てのしや
すい環境づくりなどにより、特に、若年ファミリー層を中心とした子育て世帯の転入促進と転出抑制を
めざします。

●本市を訪れる観光客や、本市で活動する就業者・通学者などの人たちについても、まちに活力とにぎわ
いをもたらすよう本市からの情報発信を図るとともに、連携・協力をめざします。

●厳しい財政状況のなか、高齢社会に対応するため、高齢者の方々の自立促進を図る施策の推進や、地域
のなかで助け合う共助の促進を進めます。
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（１）住宅系土地

（２）商業・工業系土地

（３）農地

（４）緑地

（５）海岸・河川

（６）道路
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人権を尊重し、
人との出会いを大切にするまち

歴史を継承し、
文化を創造するまち

古都としての風格を保ちながら
生きる喜びと新しい魅力を創造するまち

将来都市像

計画の推進に向けた考え方

6つの将来目標

市民自治 行財政運営

歴史的遺産と
共生するまちづくり

都市環境を
保全・創造するまち

健やかで心豊かに暮らせるまち

安全で快適な生活が送れるまち 活力ある暮らしやすいまち

防災・減災

第２章　計画の推進に向けた考え方
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❶ 市民自治の確立に向けた意識の醸成

❷ 地域コミュニティの活性化
（１）地域コミュニティの活性化に向けて、地域コミュニティの範囲や将来の姿を市民とともに検討し、

地域の自主的な活動を推進します。
（２）地域コミュニティの特徴や課題を踏まえた、きめ細かな行政サービスのあり方について検討します。
（３）地域コミュニティを形成する団体の活動や、団体間、市民相互の交流機会の場づくりを行うととも

に、だれもが活動に参加しやすい環境の整備に努めます。
（４）活動を担うリーダーの育成や情報提供などにより、コミュニティ活動を支援します。

❸ 市民参画のための広報・広聴
（１）見やすくわかりやすい広報紙やホームページづくりを行うなど、さまざまな媒体を活用し、行政情

報を積極的に提供するとともに、だれにでも必要な情報が伝わるよう、広報活動の充実に努めます。
（２）さまざまな方法と場を通して、きめ細かく市民の意見を聴き取るとともに、行政情報をわかりやす

く提供して、政策形成や評価の過程への市民参画を図り、市民との合意形成を重んじます。
（３）一方的な情報提供だけでなく、若者を中心とした広聴活動の充実や市民の意見・要望等の公表を積

極的に進めていくとともに、ソーシャル・ネットワーキング・サービスを含めた、さまざまな手法
を活用した広報・広聴活動に努めます。

❹ 協働によるまちづくり
（１）施策の展開や事業実施にあたっては、市民ニーズに応じたきめ細かな質の高い行政サービスの提供

や、個性豊かで活力ある地域社会の構築をめざして、市民・事業者・NPO・教育機関なども含め
て協働の推進を図ります。

（２）市民と行政との協働によるまちづくりにより、きめ細かく市民ニーズに対応することをめざします。

❺ 地域福祉※1の推進
（１）地域住民が中心となって、地域の生活課題を受け止め、解決するための見守り支え合う地域づくり

を支援します。
（２）地域の福祉資源※2の有効活用を図る観点からも異世代間交流等を積極的に進めるとともに、子ども

のときから福祉について学習し、ふれあいができる環境づくりに努めます。
（３）住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、利用者本位のサービスが受けられる仕組みづくりを支援

します。
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❶ 事業の選択と集中
　新たな課題に対処し、真に市民が必要とする行政サービスに注力するため、特に優先して取り組んで
いく施策を明確にし、選択と集中による行財政運営を徹底します。

❷ 公共施設マネジメントの推進
　今後の公共建築物のあり方（維持・管理・更新）を示した「鎌倉市公共施設再編計画基本方針（平成25
（2013）年４月策定）」に即し、施設の適切な規模やあり方を見直し、適正な公共建築物の再編を推進します。
また、インフラの維持管理についても、将来のあり方について検討し、公共建築物とともに、次の世代に
過大な負担を残さない公共施設のマネジメントを着実に推進します。

❸ 新たな事業手法を積極的に導入した歳出削減
　地域との協働や事業委託、民間活力の活用などの効率的・効果的な事業手法を積極的に導入し、創意
工夫を図る中で歳出削減を図ります。

❹ 徹底した行政の効率化による歳出抑制
（１）従来からの成果を重視した目標管理による戦略的な行政経営※1を進めるとともに、行政評価や人事

評価などの経営手法を効果的に活用し、効率良く行政目標の達成に努めます。
（２）政策形成過程において、市民ニーズを的確に把握し、目標達成のための手段の最適化と適時な事業

の見直しを図ります。
（３）業務プロセスの見直しと業務に応じた職員数の適正化を図るとともに、職員の意識改革と資質の向

上に努めます。
（４）縦割の業務の進め方から脱却し、組織横断的に行政課題を解決していきます。

❺ 歳入確保策の強化
　これまで取り組んできた市税徴収率の向上策等に加えて、本市の魅力やブランド力※2を生かした歳入
確保策をさまざまな視点から研究します。また、市内産業を育成・発展させることにより、地域経済の
活性化と雇用の創出を図り、市税収入の確保に努めます。さらに、国と地方の税財源の適正化に向けた
働きかけについても継続して行います。

❻ さまざまな主体による都市経営
（１）個性豊かで活力ある地域社会の実現をめざすため、福祉、教育、まちづくりなどで、市民や地域の

視点に立った、自立性のある総合的で質の高い行政サービスを推進します。
（２）地方分権の基本理念に則り、市民と地域の視点での政策形成の創意工夫を発揮し、課題解決のでき

る組織体制の整備を行います。
（３）行うべき業務の役割分担について、行政・市民・事業者・NPO等などの担い手を明らかにします。

❼ 広域行政の推進・関係諸機関との連携
（１）交通・環境・市街地整備・施設利用など、さまざまな分野の共通課題において、県や周辺の地方公

共団体、関係諸機関などとの連携や協力を推進します。
（２）地震などの災害対策、緊急事態対策、救急医療対策など、非常時・緊急時の広域での協力体制整備に努めます。



　市民の生命や財産を守ることはもちろんのこと、中世由来の都市としての背景と基盤を持つ本市におい
ては、多くの歴史的文化的資源や豊かな歴史的文化的環境を、いかに災害から守るかということが、大き
な課題となっています。また、風光明媚な海岸線を有する観光地として、年間を通じて多くの観光客が訪
れることから、帰宅困難者※3対策など災害時の対応が課題となっています。
　東日本大震災を受け、国・県による地震被害想定や津波浸水予測が進められていますが、沿岸部に位置
する本市では、津波被害などの深刻な被害が想定されています。
　こうした災害に備え、災害の発生と被害を完全に防ぐことが不可能であるとしても、災害時の被害を最
小化する「減災」という考え方から、災害に強いしなやかなまちづくりを進める必要があります。

　災害に強いしなやかなまちづくりに向けて、主に次のような課題があります。

●少子高齢社会の進行、近隣社会における相互扶助意識の希薄化など、地域社会における災害脆弱性の
拡大と深刻化が懸念されています。

●大規模災害においては、防災施設整備などのハード面からの防災対応に限界があるため、徹底した防
災教育等のソフト面を充実し、市民力・地域力による取組をより一層高めていくことが必要です。

●大規模災害の発生時においては、さまざまな環境や状況のもとにある市民や市職員等に対して、適時、
的確な情報を迅速かつ確実に伝えることがきわめて重要です。

●広域で甚大な災害が発生した場合には、災害応急対策全般にわたる広域応援が求められます。

●災害時には、性別、年齢、障害の有無などの個別事情や、妊産婦、乳幼児や子どものいる家族等への
配慮が必要となっており、こうしたニーズの違いを踏まえた被災者支援には、日頃から介護や子育て
を担うことが多い女性の視点を重視する必要があります。

●大規模災害では、火災や水害・土砂災害などをはじめとする二次災害が引き起こされる可能性があり、
施設の点検、応急措置、環境モニタリング等が必要となります。

●津波等により大量の災害廃棄物が発生することが予想されるため、その処理対策や被災建築物等の解
体・撤去等が円滑に行えるよう、所有者等との緊急的な承諾処置、公費による解体・処理の是非など
の検討が必要です。

次ページに続く
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●自助・共助を進めるためには、これらを支えたり促したりする仕組みが必要であり、自らと家族の避
難方法の確認、防災情報の入手先や活用方法の確認、家庭や企業での備蓄、地震保険等への加入の促
進など、自助を促すための取組や、自主防災組織※1、ＮＧＯ、ＮＰＯ、各種法人、ボランティアの支
援などの、共助を促すための取組を進める必要があります。

 
●企業の能力や保有資源の活用、企業が担う社会的機能の維持などが求められるため、制度的な位置づ
けを検討することが必要となります。

❶ 防災力の向上に向けた取組及び連携
（１）防災の基本方針 

（２）各主体相互の協調 

（３）対策の総合的な展開 

（４）防災に関する諸対策の推進 

（５）地域の連携 



（６）広域的な連携 

（７）関係機関との連携・調整 

 
❷ 女性の視点を踏まえた取組   

 

❸ 鎌倉市業務継続計画（BCP）※3の運用 
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歴史的遺産の
保全

「人」優先の
交通環境の実現

観光と
市民生活の両立

景観向上の
促進

防災対策の
推進

環境美化の
推進
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世
界
遺
産

登録の推進

取組の推進

鎌倉の魅力や価値の共有

歴史的遺産と共生するまちづくり

❶ 鎌倉の魅力や価値の共有

❷ 「住み続けたい、住んでみたい、訪れたい」まちづくりに向けて
（１）歴史的遺産の保全

（２）景観向上の促進

（３）「人」優先の交通環境の実現

次ページに続く
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（４）防災対策の推進

（５）観光と市民生活の両立

（６）環境美化の促進

❸ 世界遺産登録の推進



第３章　第３期基本計画の施策体系

基本構想

基本計画

実施計画

古都としての風格を保ちながら、
生きる喜びと新しい魅力を創造するまち

第３次鎌倉市総合計画における最上位の目標です。

将来都市像

〔具体例〕
  第５章　安全で快適な生活が送れるまち

将来都市像を実現するための、６つの将来目標と
その方向性を掲げています。

将来目標

〔具体例〕
  （１）防災・安全

6つの将来目標を実現するための、
政策を24の分野別に示しています。

分野

〔具体例〕
  ① 地震対策・風水害対策の充実

24の分野別政策を展開するための、
51の施策の方針を示しています。

施策の方針

〔具体例〕
  災害時広報事業

主施策を展開するための、具体的な事業の概要を示します。

事業
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